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報告第９号
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３
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報告第８号  

 

臨時代理につき承認を求めることについて  

（生駒市教育委員会事務局事務決裁規則及び学校教育法施行細則の  

一部を改正する規則の制定について）  

 

 生駒市教育委員会事務局事務決裁規則及び学校教育法施行細則の一部を改正

する規則の制定については、教育委員会を招集するいとまがなかったため、生

駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市

教育委員会規則第６号）第５条第２項の規定により、平成２８年３月２９日に

臨時に代理したから、これを報告し、承認を求める。  

 

  平成２８年４月４日  

                       生駒市教育委員会  

                       教育長  中  田  好  昭  

 

生駒市教育委員会事務局事務決裁規則及び学校教育法施行細則の一部を改

正する規則  

 （生駒市教育委員会事務局事務決裁規則の一部改正）  

第１条  生駒市教育委員会事務局事務決裁規則（昭和５６年７月生駒市教育委員

会規則第９号）の一部を次のように改正する。  

第７条第８号から第１１号まで、第７条の２第３号、第７条の３第３号、第

８条第５号、第１１条の２第１号、第１２条第４号及び第１３条第１号中「出

張命令」を「旅行命令」に改める。  

 （学校教育法施行細則の一部改正）  
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第２条  学校教育法施行細則（昭和３０年１０月生駒市教育委員会規則第４号）

の一部を次のように改正する。  

第７条第１項第４号中「職員出張命令簿」を「職員旅行命令簿」に改める。  

   附  則  

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  



3 

報告第９号  

 

平成２８年生駒市議会第２回（３月）定例会提出議案の結果について  

 

平成２８年生駒市議会第２回（３月）定例会提出議案の結果について、生駒

市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教

育委員会規則第６号）第６条第１項の規定により、次のとおり報告する。  

 

  平成２８年４月４日  

                       生駒市教育委員会  

                       教育長  中  田  好  昭  

 

【提出議案】  

・平成２８年度生駒市一般会計予算  

・平成２７年度生駒市一般会計補正予算（第４回）  

・生駒市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について  

【審議経過】  

平成２８年３月７日   開会  

平成２８年３月１６日  環境文教委員会  

予算委員会（環境文教分科会）  

平成２８年３月２２日  予算委員会  

平成２８年３月２５日  再開  

【結果】  

原案のとおり可決  
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報告第１０号  

 

   人事異動の総括について  

 

 生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月

生駒市教育委員会規則第６号）第６条第１号の規定により、別紙のとおり報告

する。  

 

  平成２８年４月４日提出  

                       生駒市教育委員会  

                       教育長  中  田  好  昭  

 



平成２８年４月人事異動について

市内 市外（転出） 市外（転入）

事務局職員 ２（１） ５（１） ５０（２１）

小　学　校 ２１（７） ２４（１２） １３（０） １５（２） １６（０） ８９（２１）

中　学　校 １１（２） １９（７） ２（０） ５（２） ６（０） ４３（１１）

幼　稚　園 ２（１） １（０） ２６（８）

合　　　　計 ３６（１１） ２８（１） ２０８（６１）

（　）内は管理職（校長・教頭・園長）
再任用職員、講師は含まず
幼・保実務研修に伴う異動を含む

退職

異動

採用 計

４３（１９）

２３（７）

１４４（４９）
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